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特定教育・保育施設等における事故の報告等について 

 

 日頃から、札幌市の子ども・子育て施策に関し、ご理解とご協力を賜り、厚くお礼申

し上げます。 

教育・保育施設等において重大事故が発生した場合については、「特定教育・保育施設

等における事故の報告等について」（平成 27 年３月 23 日付け札子施第 4129 号及び第

4130号）に基づき、札幌市から北海道を経由して国へ報告しております。 

このたび、こども家庭庁及び文部科学省より、令和５年 12 月 14 日付けで事務連絡が

発出され、「報告の対象となる重大事故の範囲」における意識不明について、その定義が

必ずしも明確にされていなかったため、国において令和４年度に実施した調査研究等の

結果を踏まえて、意識不明事故の取扱いが示されました。令和６年１月１日以降に報告

の対象となる重大事故の範囲は下記のとおりとなります。詳細につきましては、別紙「意

識不明事故の取扱い等に関する変更点について」をご確認の上、今後の事故報告に留意

していただきますようお願いいたします。 

また、教育・保育施設等における重大事故の再発防止のための検証と事故防止等のた

めのガイドラインの制定について（平成 28年４月 15日付け札子施第 46号）に示す検証

の対象範囲につきましては、下記１の内容に読み替えて適用することといたします。 

なお、令和６年１月１日より本通知の運用開始に伴い、「特定教育・保育施設等におけ

る事故の報告等について」（平成 27年３月 23日付け札子施第 4129号及び第 4130号）は

廃止となる旨申し添えます。 

記 

 

１ 報告の対象となる重大事故の範囲  

（1）死亡事故  

（2）意識不明事故（どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの） 

（3）治療に要する期間が 30 日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故 

２ 報告先 

  札幌市子ども未来局（指導担当係） 

３ 札幌市への事故報告期日 

  原則、事故発生当日（遅くとも事故発生翌日） 

４ その他 

事故報告様式についても、令和６年１月１日から変更となります。 

 

【担当】札幌市子ども未来局子育て支援部 

指導担当係 TEL：211－2985 
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変更内容 変更後（令和６年１月１日以降） 変更前（令和５年12月31日以前）

１．国への報告対象となる

重大事故の範囲

・ 死亡事故
・ 意識不明事故（どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの）
・ 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故

・ 死亡事故
・ 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故

等（意識不明（人工呼吸器をつける、ICUに入る等）の事故を含
み、意識不明の事故についてはその後の経過にかかわらず、事案
が生じた時点で報告すること。）

２．意識不明事故の定義

事故が原因で意識不明となった事案であって、AVPUスケールにより評価した意識レベルが、「U：ど
んな刺激にも反応しない」に該当する場合をいう。

※ AVPUスケール（小児の意識レベル評価）
A：Alert 意識がはっきりしている
V：Voice 声を掛けると反応するが、意識はもうろうとしている
P：Pain 痛み刺激には反応するが、声を掛けても反応がない
U：Unresponsive どんな刺激にも反応しない

定義なし

３．意識不明に関する国への

報告要否の判断基準

国への報告の要否は、意識不明となった原因を判断基準とする。

（１）「事故」が原因である場合（国への報告 ⇒ 「必要」）
※ 事故の具体例・・・転倒、衝突、誤嚥、食物アレルギー、熱中症等

（２）明らかに「病気」が原因である場合（国への報告 ⇒ 「不要」）
※ ただし、当初は「病気」が原因であると判断された場合でも、１週間経過後も意識
が回復しない場合は、その時点で国へ報告する。

※ 病気の具体例・・・てんかん、けいれん（熱性・無熱性・憤怒）等
（３）原因が「不明」な場合（国への報告 ⇒ 「必要」）

※ 報告後、その原因が「事故」又は「病気」であることが判明した場合には、その旨
を国へ追加報告する。

意識不明の事故についてはその後の経過にかかわらず、事案
が生じた時点で報告すること。

４．報告様式 新様式により報告 旧様式（別紙１～４）により報告

５．地方自治体による再発防

止のための事後的検証の
対象となる事故の範囲

（１）死亡事故
※ 乳幼児突然死症候群（SIDS）や死因不明とされた事例も含む。

（２）意識不明事故（どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの）
※ 意識不明の原因が病気であると判明したものを除く。

（３）死亡事故、意識不明事故以外の重大事故で、都道府県又は市町村において検証が必要と
判断した事故

※ 都道府県又は市町村が検証を実施しない事故や、いわゆるヒヤリ・ハット事例等について
は、各施設・事業者等において検証を実施する。

（１）死亡事故
※ 乳幼児突然死症候群（SIDS）や死因不明とされた事例
も含む。

（２）死亡事故以外の重大事故で、都道府県又は市町村において
検証が必要と判断した事例（例えば、意識不明等）

※ 都道府県又は市町村が検証を実施しない事故や、いわゆる
ヒヤリ・ハット事例等については、各施設・事業者等において
検証を実施する。

意識不明事故の取扱い等に関する変更点について
別 紙
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